
コロナ禍における財政運営の特例
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職業安定分科会雇用保険部会（第162回）

資料３



労働保険特別会計（雇用勘定）

一般会計

 雇用保険制度の安定的な財政運営を確保するため、臨時特例法で以下の措置を講じている。（いずれも令和２年度及び令和３年度）

育児休業
給付資金

積立金
（失業給付）

雇用安定資金

③ ④① ②

雇用保険被
保険者以外

【週20時間
未満等】

大企業

雇用調整助成金
（休業手当を支払った企業向け助成）

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
（休業手当を受け取っていない労働者への直接給付）

休業手当に対する
助成率4/5

（解雇等を行っていない
場合9/10→10/10）

中小企業

同上 同上

【臨時特例法】
一般会計（繰入）

雇用保険二事業（雇用安定事業）

雇用保険被
保険者

【週20時間
以上】

同上

休業前賃金の80％
※休業実績に応じて支給

上限9,900円／日→11,000円／日

休業手当に対する
助成率2/3→4/5
（解雇等を行っていない
場合3/4→10/10）

中小企業

上限8,265円／日

上限13,500円／日→15,000円／日

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律（以下「臨時特例法」という。）では、
雇用調整助成金、新型コロナ対応休業支援金に要する経費のうち、中小企業分の8,265円※を超える部分には一般会計から繰
り入れることとなっている。

① 求職者給付等に要する経費について、経済情勢の変化や雇用勘定の財政状況を
踏まえ、一般会計から繰り入れることができる。

② 新型コロナ対応休業支援金、雇用調整助成金等に要する費用の一部として、
一般会計から繰り入れる。

③ 育児休業給付に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

④ 雇用安定事業に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

休業前賃金の80％
(R2.4~6は60%)
※休業実績に応じて支
給
※シフト労働者等に限定

同上

大企業

緊急雇用安定助成金 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金

※ 赤字は緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域において、都道府県の知事による、基本的対処方針に沿った要請
を受けて、インフル特措法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主（休業支援金の場合はその労働者）が対象

また、雇用調整助成金では、特に業況が厳しい（生産指標が最近３か月の月平均値で前年又は前々年同期比30％以上減少）全国の事業
主も対象

･･･特別会計

･･･一般会計

雇用調整助成金等と一般会計との関係（R3.8時点）

※～R2.7.31: 8,330円、R2.8.1～R3.7.31：8,370円
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「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）
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第３章 取り組む施策
Ⅰ．新型コロナウイルス感染症の拡大防止
２．感染症の影響により厳しい状況にある方々の事業や生活・暮らしの支援
（２）生活・暮らしへの支援
〈お困りの方々への支援等〉
（略）
雇用調整助成金の特例措置等は、特に業況が厳しい企業等に配慮しつつ、令和４年３月
まで延長する。具体的には、業況特例、地域特例について、３月末まで現行の日額上限・助
成率の特例を継続する。その他については、３月末まで現行の助成率の特例を継続しつつ、
日額上限は段階的に見直す。
同時に、成長分野等へ労働者が円滑に移動できる環境整備等を図るため、需要減少で人
手が過剰な企業から人手不足の企業への在籍型出向を助成金でしっかりと支援するほか、
職業訓練と再就職支援を組み合わせて、労働者のスキルアップや労働移動を図る事業の強
化を行う。
また、当面の雇用調整助成金等の財源確保及び雇用保険財政の安定を図るため、雇用
保険臨時特例法に基づき、一般会計から労働保険特別会計雇用勘定に任意繰入を行う。こ
れを含め、雇用調整助成金等の支給や雇用保険財政の安定のため多額の国庫負担を行っ
ていることも踏まえ、労使の負担感も考慮しつつ、保険料率や雇用情勢及び雇用保険の財
政運営状況に応じた国の責任の在り方を含め、令和４年度以降の雇用保険制度の安定的
な財政運営の在り方を検討し、次期通常国会に法案を提出する。

⇒ 令和３年度補正予算案に、一般会計から労働保険特別会計雇用勘定への
約２．２兆円の繰入れを計上。



「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」（令和３年11月19日閣議決定）

【人的投資関係部分抜粋】
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第３章 取り組む施策
Ⅲ．未来社会を切り開く「新しい資本主義」の起動
２．分配戦略 ～安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化～
（１）民間部門における分配強化に向けた強力な支援
②労働移動の円滑化・人材育成の強力な推進

企業の成長と給与の引上げを両立する鍵は「人」であり、「人」への投資である。働き手がデ
ジタルなどの新しい時代のスキルを身につけられるよう、「人」への投資を抜本的に強化する
ために今回の経済対策を含め、３年間で4,000億円の予算を大胆に投入する施策パッケージ
を講じる。

まずは、正規雇用・非正規雇用を問わず、職業訓練と再就職支援を組み合わせ、労働移動
やステップアップを強力に支援するため、求職者支援制度やトライアル雇用助成金等の拡充、
民間派遣会社を通じたＩＴスキル等の研修・紹介予定派遣等を行うほか、人材開発支援助成
金やキャリアアップ助成金において企業等の民間ニーズを把握しながらデジタル人材育成の
強化等を行う。

あわせて、デジタル・グリーンなど成長分野を支える人材の確保・育成や学び直しを支援す
るため、大学等のリカレント教育や職業訓練の拡充などに取り組む。企業の人的投資を促進
するため、企業の非財務情報開示の充実等に取り組むとともに、中小企業等の人材やその
伴走支援に関わる人材の確保・育成の支援を行う。



雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(注)

雇用調整助成金等 休業支援金等

（※１）緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域（以下「重点措置区域」と
いう）において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針
に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

（※２）令和３年12月までは、生産指標が最近３か月の月平均で前年又は前々年同期比30％以上減少の全国
の事業主。令和４年１月～３月は、生産指標が最近３か月の月平均で前年、前々年又は３年前同期比
30%以上減少の全国の事業主。
なお、令和３年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和４年１月１日以降に判定基礎期間
の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。

（※３）【令和３年12月まで】原則的な措置では、令和２年１月２４日以降の解雇等の有無で適用する助成率を
判断。地域・業況特例では、令和３年１月８日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

【令和４年１月から】原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和３年１月８日以降の解雇
等の有無で適用する助成率を判断。

（※４）大企業はシフト制労働者等のみ対象。
（※５）休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ（左記※１）。

なお、上限額については月単位での適用とする。
（例：５月10日から５月24日までまん延防止等重点措置

→５月１日から６月30日（解除月の翌月末）までの休業が地域特例の対象）
（※６）雇用保険の基本手当の日額上限（8,265円）との均衡を考慮して設定。
(注)政府としての方針であり、施行にあたっては、厚生労働省令等の改正が必要。

令和３年
５月～12月

令和４年

１・２月

令和４年

３月

中
小
企
業

原則的な措置
4/5（9/10）

13,500円

4/5（9/10）

11,000円

4/5（9/10）

9,000円

地域特例（※１）
業況特例（※２）

4/5（10/10）

15,000円

4/5（10/10）

15,000円

4/5（10/10）

15,000円

大
企
業

原則的な措置
2/3（3/4）

13,500円

2/3（3/4）

11,000円

2/3（3/4）

9,000円

地域特例（※１）
業況特例（※２）

4/5（10/10）

15,000円

4/5（10/10）

15,000円

4/5（10/10）

15,000円

（括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合）（※３）

令和３年
５月～12月

令和４年

１月～３月

中
小
企
業

原則的な措置
８割

9,900円

８割

8,265円

（※６）

地域特例（※５）
８割

11,000円

８割

11,000円

大
企
業
（※

４
）

原則的な措置
８割

9,900円

８割

8,265円

（※６）

地域特例（※５）
８割

11,000円

８割

11,000円
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労働保険特別会計（雇用勘定）

 雇用保険制度の安定的な財政運営を確保するため、臨時特例法では、以下の措置を講じている。
（いずれも令和２年度及び令和３年度の措置）

育児休業給付資金
積立金

（失業給付）
雇用安定資金③ ④

①：約1.7兆円 ②：約0.4兆円

一般会計

① 求職者給付等に要する経費について、経済情勢の変化や雇用勘定の財政状況を踏まえ、一般会計から繰り入れることができる。

② 新型コロナ対応休業支援金、雇用調整助成金等に要する費用の一部として、一般会計から繰り入れる。

③ 育児休業給付に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

④ 雇用安定事業に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

令和２年度末 0円
令和３年度末 0円

令和３年度補正予算案による一般会計からの繰入額の内容
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（単位：億円）

平成29年度 30年度 令和元年度 2年度 3年度

収支イメージ(注１）

収 入 10,881 11,242 11,386 4,087 ２．２兆円

うち 保 険 料 収 入 10,587 10,879 11,099 3,809 ０．４兆円

うち 失業等給付に係る
国 庫 負 担 金

184 208 230 230 １．８兆円

支 出 16,402 17,155 18,148 15,180 １．６兆円

うち 失業等給付費 14,988 15,727 16,626 13,826 １．４兆円

差 引 剰 余 ▲ 5,521 ▲ 5,913 ▲ 6,762 ▲ 11,094 ０．６兆円

雇用安定事業費へ貸し出し － － － ▲13,951 ▲１．２兆円

積 立 金 残 高 57,545 51,632 44,871 19,826 １．３兆円
（雇用安定事業費へ貸出累計） － － － （13,951） （２．６兆円）

失 業 等 給 付 関 係 収 支 状 況

（注）１．上記表のうち令和２年度までは決算額（翌年度繰越額含む）、令和３年度は補正予算案と勘定内の予算のやりくりも踏まえた年度末の見込額を
計上している。

２．令和２年度から育児休業給付にかかる収支を区分している。

３．各年度の積立金残高には、当該年度の決算の結果、翌年度において積立金として積み立てるべき金額が含まれている。
４．数値は、それぞれ四捨五入している。
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（単位：億円）

H29年度 30年度 R元年度 2年度 3年度

収支イメージ(注１）

収 入 6,245 5,892 5,735 26,900 ３．４兆円

うち 保険料収入 5,290 5,425 5,546 5,709 ０．６兆円

うち 一般会計より受入 － － － 6,956 ０．８兆円
うち 積立金より受入
（借り入れ）

－ － － 13,951 １．２兆円

支 出 4,517 4,796 4,725 42,310 ３．４兆円

うち雇用調整助成金等 27 20 43 36,782 ２．７兆円

（雇用調整助成金） 27 20 43 36,374 ２．６兆円

うち 上記以外 4,490 4,776 4,682 5,528 ０．７兆円

差 引 剰 余 1,729 1,096 1,010 ▲ 15,410 0

安 定 資 金 残 高 13,305 14,400 15,410 0 0

（ 積 立 金 か ら の 借 り 入 れ 累 計 額 ） － － － （13,951） ２．６兆円

（注）１．令和３年度は補正予算案と勘定内の予算のやりくりも踏まえた年度末の収支イメージを記載している。令和２年度までは決算値。
２．令和２年度と令和３年度の雇用調整助成金等の支出額において、令和２年度から令和３年度に繰り越して支出する額6,687億円が、それぞれに
含まれている。

３．令和元年度までの安定資金残高には、当該年度の決算の結果、翌年度において雇用安定資金として組み入れるべき額が含まれている。
４．数値は、それぞれ四捨五入している。

雇 用 保 険 二 事 業 関 係 収 支 状 況
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（うち翌年度繰越 6,687）

（うち前年度繰越分 ０．７兆円）

（うち前年度繰越分 ０．７兆円）



労働保険特別会計（雇用勘定）

 令和３年度末までの雇用調整助成金等に係る財源の状況について、累計を整理すると以下のとおり。

育児休業給付資金
積立金

（失業給付）
雇用安定資金③ ④

①

②
一般会計

① 求職者給付等に要する経費について、経済情勢の変化や雇用勘定の財政状況を踏まえ、一般会計から繰り入れることができる。

② 新型コロナ対応休業支援金、雇用調整助成金等に要する費用の一部として、一般会計から繰り入れる。

③ 育児休業給付に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

④ 雇用安定事業に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

数字は未確定

累計 1.5兆円

累計 2.6兆円

累計 ▲1.5兆円

雇調金等財源累計

5.7兆円

累計 1.7兆円
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論 点

１．雇用調整助成金、新型コロナ対応休業支援金に要する経費のうち、中小企業分の8,265円※を

超える部分には一般会計から繰り入れる規定（下記②）に関して、令和４年度も継続することにつ
いてどう考えるか。 ※ 基本手当の上限額（令和３年８月以降）

２．雇用安定事業に要する経費を、失業等給付の積立金から借り入れることができる規定（下記
④）に関して、安定的な財政運営の観点から一定期間延長することについてどう考えるか。

３．同借入規定に基づく累計借入額（令和３年度末で約２．６兆円の見込み）に関して、
現行制度においては、雇用保険二事業に剰余を生じた場合は、当該剰余の全額を返済に充
てることとされているが、以下の点を考慮しつつ、その取扱いについてどう考えるか。

・雇用保険二事業の実施状況

・雇用安定資金・積立金の状況

・累計借入額の状況
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（参考）雇用保険臨時特例法による財政運営の特例規定（いずれも令和２年度及び令和３年度限りの措置）

① 求職者給付等に要する経費について、経済情勢の変化や雇用勘定の財政状況を踏まえ、一般会計から繰り入れることができる。

② 新型コロナ対応休業支援金、雇用調整助成金等に要する費用の一部として、一般会計から繰り入れる。

③ 育児休業給付に要する経費を、積立金から借り入れることができる。
※育児休業給付に剰余を生じた場合は、全額を返済に充てる。

④ 雇用安定事業に要する経費を、積立金から借り入れることができる。
※雇用保険二事業に剰余を生じた場合は全額を返済に充てる。


